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モバイルバッテリーを
購入する際の注意点

●近年、モバイルバッテリーやスマートフォンなど身の回りの様々な製品にリチウム

 イオン電池が搭載されています。リチウムイオン電池は小型大容量で繰り返しの

 使用が可能という利点がある一方、発煙・発火事故も発生していて、中には充電

 中に爆発し火災が起きた事例もあります。

●リチウムイオン電池及びモバイルバッテリーは「特定電気用品以外の電気用品」

 に該当し、法令に定められた技術基準に適合した製品でなければ販売できず、

 ＰＳＥマークや事業者名等の表示が義務付けられています。

●購入時は、製造・販売元や型式が明示されていない商品、仕様

 が不明確な商品の購入は避け、充電器やモバイルバッテリーに

 ＰＳＥマークの表示があるかを確認して購入しましょう。

モバイルバッテリーで火災が起きたとい

うニュースを聞くが、購入時の注意点を

教えてほしい。

相談事例

アドバイス



注意情報 警察を名乗る電話に注意！

警察を名乗る不審な電話に関する相談が全国の消費生活
センター等に多く寄せられています。

アドバイス

警察からと思われる番号でも、
所属や担当者名を聞いたうえで
いったん電話を切り、自分で警
察署の連絡先を調べて電話をか
け確認しましょう。

簡単に信用せず、個人情報を安易
に伝えないようにしてください。

LINE          X（旧Twitter）    YouTube

SNSでの情報発信消費者ホットライン「１８８番」

お住いの地域の相談窓口または
山口県消費生活センター等に繋ります

分かる ①
郵便番号(7桁)を入力  

分からない ②
お住いの地域を選択

(固定電話の場合のみ)

お住いの地域の〒（郵便番号）が

警察がＬＩＮＥのメッセージや
ビデオ通話等で連絡を取ること
はありません。

手口としてはスマートフォンに警察署で使われること
の多い下４桁が「０１１０」の電話番号を表示したり、
ＬＩＮＥのビデオ通話に誘導し警察手帳や逮捕状を見
せて消費者を信用させ、個人情報を聞き出したり、捜
査の一環と称して金銭を振り込ませたりするというも
のです。
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